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エグゼクティブ・サマリー
3月も残すところあと数週間。3月期決算を採用する企業にとって決算準備がこれ
から本格化します。安倍首相が掲げるアベノミクスの「三本の矢」には、企業の収益
力を高めるための法人税改革が含まれており、3月期決算法人もこの影響を受け
ることになります。今般の法人税改革は「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げ
る」ことにより、法人課税を成長志向型の構造に変えるものです。より広く負担を分
かち合い、「稼ぐ力」のある企業や企業所得の計上に前向きな企業の税負担を軽減
することで、企業の収益力の改善に向けた投資や新たな技術開発への挑戦がより
積極的になり、それが経済の好循環に資することが期待されています。

本レポートでは、3月期決算で税務上重要となる5つのポイント（1.法人税率引き
下げ、2.欠損金の繰越控除、3.受取配当等益金不算入制度の改正、4.研究開発税
制、5.外形標準課税の拡大）について説明します。
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1. 法人税率引き下げ
政府は、平成27年度を法人税改革の初年度とし、数年かけて
法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しています。
昨年度34.62%だった国・地方を通じた法人実効税率（標準税
率）は、今年度は32.11%まで下がり、平成28年度にはさらに
29.97%まで低下する予定です。

平成27年度税制改正により、法人税率は25.5%から23.9%（平
成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用）に引き下げら
れました。中小企業等の法人税率については、軽減税率の特例
が延長され、所得の金額のうち年800万円以下の部分に対す
る税率が引き続き19%から15%に低下しています。なお、800
万円を超える部分については、中小法人以外の普通法人同様
23.9%の税率が適用されます。

2. 欠損金の繰越控除
法人税率引き下げにともなう課税ベース拡大により、欠損金の
繰越控除制度等について改正が行われました。平成27年度税
制改正では青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の控除の
限度割合が、これまで所得の金額の80%だったのが、65%に引
き下げられました。したがって、今3月期決算に適用される欠損
金の繰越控除限度割合は65%になります。なお、平成28年度
税制改正でこの項目のさらなる変更が示されており、平成28
年4月1日から平成29年3月31までの間に開始する事業年度
については60%となる予定です。これにより、来年3月期決算に
おける欠損金の繰越控除限度割合はさらに引き下げられる見
込みです。

3. 受取配当等益金不算入制度の改正
受取配当等の益金不算入制度について、次のとおり改正があり
ました。

益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金
不算入割合を次のとおり改正。

改正前 改正後
区分

（持株割合） 益金不算入額 区分
（持株割合） 益金不算入額

完全子法人株式等
（100%）

受取配当金額の
全額

完全子法人株式等
（100%）

受取配当金額の
全額

関係法人株式等
（100%未満

25%以上）

受取配当金額の
全額

（負債利子控除
あり）

関連法人株式等
（100%未満

1/3超）

受取配当金額の
全額

（負債利子控除
あり）

その他の株式等
（1/3以下

5%超）

受取配当金額の
50%

（負債利子控除
なし）

上記以外
（25%未満）

受取配当金額の
50%

（負債利子控除
あり）

非支配目的株
式等

（5%以下）

受取配当金額の
20%

（負債利子控除
なし）

4. 研究開発税制の改正
試験研究を行った場合の税額控除制度について、次のように改
正されました。

（1） 控除税額の総枠（一般試験研究費の枠＋特別試験研究費
の枠）の上限を引き続き当期の法人税額の30%とします。

（2） 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、以下
の改正がありました。

イ． 税額控除率を次のとおり引き上げます。

（イ） 特別試験研究機関等又は大学等との共同研究
及びこれらに対する委託研究 → 30%

（ロ） 上記以外のもの → 20%

ロ． 控除税額の上限を試験研究費の総額に係る税額控除
制度及び中小企業技術基盤強化税制とは別枠で、当
期の法人税額の5%とします。
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（3） 試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技
術基盤強化税制の控除税額の上限が、当期の法人税額の
30%から25%へ低下します。
（注） これらの制度の対象となる試験研究費の額には、特別試験

研究費の額に係る税額控除制度の対象とした特別試験研
究費の額を含まないこととします。

（4） 繰越税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控
除限度超過額に係る税額控除制度を廃止します。

改正前 改正後
税額控除の総枠 30%
一般
試
験
研
究
費

税額控除率 8~10%（中小企業者等は12%）

控除限度額 法人税額の30% 法人税額の25%

特
別
試
験
研
究
費

税額控除率 12%

①特別試験研究機関等
又は大学等との共同
研究　30%

②上記以外　20%

控除限度額 一般試験研究費の控除
限度の枠内

一般試験研究費の枠と
は別に、法人税額の5%

税額控除限度 
超過額 1年間の繰越し 繰越しは廃止

5. 外形標準課税の拡大
（1） 法人事業税の税率の改正

資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という）1億円
超の普通法人の法人事業税、地方法人特別税の標準税率
を次のとおり改正されました。

改正前 改正後
（平成27年度）

付加価値割 0.48% 0.72%
資本割 0.2% 0.3%

所得割

年400万円以下の所得 3.8%（2.2%） 3.1%（1.6%）
年400万円超800万円
以下の所得 5.5%（3.2%） 4.6%（2.3%）

年800万円超の所得 7.2%（4.3%） 6.0%（3.1%）
地方法人特別税 67.4% 93.5%

（注1）所得割の税率欄のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法
適用後の税率となります。

（注2）3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に
係る税率については、軽減税率の適用はありません。

（2） 法人事業税資本割の標準課税、法人住民税均等割の税率
区分の改正等

自己株式取得等により、法人の資本金等の額が著しく低
くなることがあります。このようなケースに対応するため、 
現行の資本割の課税標準である資本金等の額について、 
「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」のい
ずれか大きい金額へ変更されます。また、法人住民均等割
の税率区分についても同様に、「資本金等の額」と「資本金
と資本準備金の合計額」のいずれか大きい金額へ変更さ
れます。

（3） 付加価値割における所得拡大促進税制の導入

今3月決算の法人は、以下に掲げる所得拡大促進税制の
適用要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加
額を付加価値割の課税標準から控除できることとなりま
す。（本項目は、平成27年4月1日から平成30年3月31日
までの間に開始する事業年度において適用。）

イ その法人の雇用者給与等支給額の基準雇用者給与
等支給額に対する割合が一定割合以上であること

ロ 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等
支給額以上であること

ハ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給
額を上回ること

（4） 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置

資本金1億円超の普通法人のうち、付加価値額が40億円
未満の法人については、2年間、法人事業税の税率の改正
に伴う負担変動の軽減措置が講じられます。

付加価値額
事業税から控除する額

（平成27年4月1日から平成28年3月31日 
までの間に開始する事業年度）

30億円以下
（その事業年度の事業税額 － 平成27年3月31日現在
の事業税の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標
準に乗じて計算した金額） × 1/2

30億円超 
40億円未満

（その事業年度の事業税額 － 平成27年3月31日現在
の事業税の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標
準に乗じて計算した金額） × 付加価値額に応じて1/2か
ら0の間の割合を乗じた額
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